
分析結果を踏まえた要因と対応方策（案）

• 工期の短さや低コストの観点から、緊急輸送道路で
新設電柱の占用制限措置が導入されていない道
路に電柱が新設。

• 緊急輸送道路の沿道民地に電柱が新設。

【⑤:緊急輸送道路の被害拡大防止】
(1)緊急輸送道路全線において新設電柱の占用制限措置を行う
ため、整備局等より市町村へ措置の導入を促す。【道路】

(2)沿道民地において届出対象区域の導入を図る(直轄国道から
優先的に導入)。【道路】

• 無電柱化法第12条による同時整備に向けた関係
者間調整が不十分

• 道路整備の後に施設が建設され、工期の短さや低
コストの観点から電柱新設が選択される。

一定規模の住宅建設等
（市街地開発事業等
外）に伴う供給申込
（約10千本）

•引込線の位置が確定できないと効率的な配線
計画が策定できず、工期の長期化・高コスト化
の要因となり、電柱が選択される。

•現状では関係約款等により要請者負担となるが、
上記理由から要請するインセンティブがない。

【①-1:施工法の効率化】
(1)上下水道と同時期に予め電力管路を設置する新たな施工法
を検討【電力】

【①-2:無電柱化に係るコストの削減】
(1)ケーブル、機器等の標準化と共同調達よるコスト削減【電力】
(2)側溝や小型ボックスの活用等低コスト手法の普及拡大
【電力・通信、道路、都市】

•②側溝や小型ボックスの活用を促し、

再エネ発電所の建設に
伴う電柱新設
（約10千本）

•高圧と比べ低圧の方が保安規制等が少なく、柵な
どで発電設備を分割する事業者が存在。分割さ
れた発電設備に応じて必要以上に電柱が増加。

【④:太陽光発電の分割抑制】
(1)保安規制の順守徹底と不要な電柱増加を防ぐため、太陽光発
電など発電設備の分割規制を強化【電力】

市街地開発事業等に伴
う電柱新設
（約2.4千本）

•地区内道路の多くが電線共同溝法の指定を受け
ない生活道路であり、関係約款等により全額要
請者負担とされることから、施行者等の負担が
過大となりインセンティブがない。

•歩道がなく幅員の狭い生活道路における低コスト
で敷設可能な工法が普及されていない。

•引込線の位置が確定できないと効率的な配線
計画が策定できず、工期の長期化・高コスト化の
要因となる。

•関係者が多く、設計や工事含め調整に時間を要
する。

•管路の管理者が決まらずに建柱となる場合がある。
•許可・指導する自治体職員の知見が十分では
ないケースも見られる。

【②-1:費用負担の見直し】
(1)電線共同溝法の指定を受けた地区内の幹線道路の無電柱
化について、R3年度に補助対象を拡充【都市】

(2)電線共同溝法の指定道路以外でも、一般送配電事業者が
費用を一部負担するよう託送供給等約款を改定【電力】
するとともに、施行者等負担分についてR4年度に新たな支援
制度を創設【都市】

【②-2:施工法の効率化】
(1)無電柱化のスピードアップに向けた一体的な設計・施工の
実施拡大【電力・通信、道路、都市】

【②-3:普及啓発】
(1)自治体職員に向けたガイドラインの作成等（取組事例の横
展開を含む）【道路、都市】
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新設電柱の調査 •新設電柱の動向を正確にモニタリングしていくため、新設電柱の調査を継続的に実施していく。【電力・通信】

海外動向の調査 •令和4年度においては海外の最新動向を把握するために海外動向調査を実施していく。【電力、道路】

運用の改善
•各地域の代表的な開発事業者や自治体に対し、PR活動の強化に取り組む。【電力・通信】
•無電柱化に際して電力会社との調整が難航した場合の相談受付や、関係省庁において同様の事例が把握された場合
には、エネ庁に情報提供するなどの連絡・相談体制を整備する。【電力】

令和４年４月 関係省庁連絡会議

個別や数戸の住宅や施
設等への供給申込によ
る電柱新設(約26千本)

【⑦:既設電柱の削減】
(1)既設の電柱の効率的配置による電柱の削減や、電力線と通
信線の共架を推進する。【電力・通信】

(2)無線基地局や病院等の重要施設への単線の供給ルート等を
選定し、道路状況等に応じて、無電柱化を実施【電力・通信】

(3)光ファイバーの地中化を図るための下水道管の活用【通信】
(4)緊急輸送道路については、電柱の更新時期や道路の拡幅工
事等に合わせた移設や電線共同溝による無電柱化を図る。
【電力・通信、道路】

(5)自治体や事業者による小規模開発の無電柱化事例を、新た
に数戸の住宅開発を行う事業者に対しPRし、無電柱化を促
す。【電力・通信】

•周囲の配電線が既設の電柱により整備されてお
り、１～３本など限られた電柱の地中化を行う効
果(景観、防災等)は少なく、また、数本だけの無
電柱化は費用も一層高額となる。

既存の配電網から離れた住
宅や施設への供給ルートの
建設(約2.5千本)

•配電線の距離が長く、倒木等による停電リスクは
あるが、低コストの電柱新設が選択される。

【③:優先度に応じた対応】
(1)レジリエンスの観点から重要なルートについて、低コスト化手法を
活用しながら無電柱化を実施【電力・通信】
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•戦後の復興以降、コストとスピードの観点
から、電柱によるインフラを整備。

既設電柱
(約3,600万本）
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ケース①

ケース②

ケース③

ケース④

供用後１年以内の道路
に電柱新設(約0.1千本)

（注）

ケース⑥

緊急輸送道路及び沿道
民地への電柱の新設
（約1.1千本）（注）

ケース⑤

ケース⑦

注）各ケースの電柱本数は、ケース⑤⑥については令和３年４月～９月。それ以外は令和３年４月～１２月。

【⑥:道路整備時の無電柱化】
(1)同時整備の課題把握、自治体へ趣旨の徹底を促す【道路、都市】
(2)郊外の緊急輸送道路等について、道路整備と同時に管路等を
埋設する整備を推進する。【電力・通信、道路、都市】
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